
別記第１号様式（第６条関係）
大田区生涯学習ボランティア

※

※

※１ジャンルごとに一枚の登録書が必要です。

指導
ジャンル

所属団体

サブタイトル

健康体操

取得
年月

　大田区生涯学習ボランティア制度実施要綱に沿い、次のとおり　登録　・　変更　申請します。

生年月日
　　1969年　1　月　1　日
　　　　　　　(満　54　歳)大田　はね子

内容
及び構成

＜９０分コース＞　　　　　　　　　　　＜６０分コース＞
５分　　　説明　　　　　　　　　　　　　５分　　　説明
１０分　　準備体操　　　　　　　　　　１０分　　準備体操
１５分　　A体操　　　　　　　　　　　　１５分　　D体操
１０分　　休憩　　　　　　　　　　　　　１０分　　休憩
１５分　　B体操　　　　　　　　　　　　１５分　　E体操
１０分　　休憩　　　　　　　　　　　　　5分　　　ストレッチ
１５分　　C体操
１０分　　ストレッチ

タイトル

ふりがな おおた　はねこ　

連絡先

連絡可能
時間

資格、免許

2018年5月15日

誰でも簡単に健康体操をしよう！

成人

～無理なく毎日つづける健康法～

2021年6月○○区民センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　                　　（認定機関　　　　　　　　　　　　　）

指導対象
（複数可）

活動のねらい
健康のために体を動かしてみたいが、何からしていいかわからない、簡単に自分のペースでしたい、とい
う方のはじめの一歩となるような講座を開催する。

指導実績
（主な３つ）

対象
（誰に）

指導
年月

○○文化センター

場所

2020年10月～高齢者

大田区生涯学習インストラクター登録（変更）書

（宛先）大田区長　　　　　　　　　　　　　　               　　　　　　　　（記入日　　　　　　令和　５　年　　２　月　　1　日　） 

指導可能
日時

　■いつでも可　　　　　　　　　□要相談
　□指定する 　　曜日（　　　　　　　　　　　　）　　　時間帯（　　　　　　　　　　　　）

　　○○○インストラクター１級   　　    　　         　　（認定機関　　　△△△協会　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　                　　（認定機関　　　　　　　　　　　　　）

氏名

住所

在勤・在学先

対象レベル
（複数可）

　□子ども　　□成人　　　□高齢者
　■どなたでも　　　□その他

　□未経験者　　　　□初級
　□中級　　　　　 □上級　　　　■不問

(電話)　　する　・　しない

写真
（縦4cm×横3cm）

（電話番号）　０３－△△△△－○○○○

（メールアドレス）oota-kuyakusyo＠△△△□□□

　いつでも可　　　・　　　時間指定あり

　　　　　　曜日、　　時　　　分～　　時　　分

〒　１４３－００５２
大田区　蒲田　５－１３－１４

大田区役所

連絡先公開希望　
(メール)　する　・　しない

正面から撮影し
た、顔がはっきり
わかるものを添
付してください。

公開を希望する
場合、大田区
ホームページ等
に連絡先を掲載
します。希望しな
い場合は、利用
者から当課にお
問い合わせが
あった場合のみ
連絡先を提供し
ます。

活動名は、講座のタイトルなど指導する活動

を端的に表してください。

サブタイトルは活動名を補足する内容があれ

ばご記入ください。

何を目的とした学習なのか、ご
記入ください。

具体的にどのような講座等を行うのか、内容
及び構成を簡単にご記入ください。

資格、免許、指
導実績を証明す
る写しを一緒に
提出ください。
※指導実績の証
明は講座のチラ
シ、依頼文、写
真等から判断し
ます。

記入例



　☐不要

　□必要　 指導料

経費　・　交通費　・　（　　　　　　　　　　　）等の実費負担あり

　■要相談

生涯学習ボランティア登録における確認事項及び誓約書

（署名）

■大田区生涯学習ボランティア制度は、区民の生涯学習を支援するため、ボランティ
   アや社会貢献活動として自らの知識や技能の情報を登録していただき、学びたい区
   民に情報を提供する制度です。

■登録書の内容は「住所、在勤・在学先、生年月日、連絡先、顔写真」を除き、大
   田区ホームページや区施設窓口等で公開されます。区民から区へ照会依
   頼があった場合、目的を確認した上で、登録書の連絡先を提供します。
   ただし、希望する場合は連絡先を公開することができます。

■登録期間は令和７年３月31日までとし、満了を迎える年度末に更新又は削除の
　 手続きを行います。

■１年に１度、指導種目に関わる活動報告書を提出していただきます。

■登録書の内容が制度の目的に反する場合や、事実と異なる場合は登録できませ
   ん。また、内容を偽っていることが判明した場合は登録を取り消します。

■次の行為をする個人は登録できません。
　１ 営利を目的とする行為
　２ 特定の政党、その他政治団体の利害に関する行為
　３ 公の選挙に関し特定の候補者を支持し、又はこれに反する行為
　４ 特定の宗教若しくは特定の教派・宗派・教団を支持し、又はこれに反する行為
　５ その他公序良俗に反する行為

■登録内容に変更があった場合、直ちに届出が必要です。

■生涯学習ボランティアの情報提供を受けた方と登録者との交渉・契約などについて
   は、当事者の責任において直接行うこととし、大田区は関与しないものとします。

■区からの生涯学習情報の提供及び生涯学習事業の振興のための調査等におい
　て、登録情報を活用することがございます。

ＰＲ
ご自宅でも実践できる体操をいくつもご紹介します。体を動かしたいと思っている方はぜひご連絡ください。

　円

指導場所
　■どこでも可　　　　　　　□要相談
　□指定する　　 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

指導に
必要なもの

（　１回　・　１時間　　あたり）

※の項目は証明する書類等の写しが必要になります（資格・免許、指導実績）。

　□なし
　■あり　　　　　 （飲み物、動きやすい服装、タオル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

費用

手書で自署してください。

利用者に向けた呼びかけ

をご記入ください。


